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改善勧告書  

点汝（明治29年法律第89骨）第67条第3痩の規定に基づき、貴没入に対し  
平成1時11月2鋸ヨ菅検査を実施したところ、払令等笹照らし下記の事項に  

ついて改善すべき点が認められたので、必要な措置を講じ、その改善状況  
を平成16年10月29．日までに文書にて報告されたい。  

記  

1平成14年度末において、財産日録ム約3億2千3百万円と計上され  
ている債権につい．て、確実に回収を図るとともに、同じく計上されている  
債務について軋早急に返済計画を策定の上、当該計画に基づき確実に返  

済を行う．こと。   


